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県が平成 26 年 6月に実施した総合治水についての認知度アンケートでは、「内容も含めて知っ

ている」と答えた人が半年前から 2倍に増えていることがわかった。 

その後、県が平成 28年 7月に実施した総合治水についての認知度アンケートでは、「内容も含

めて知っている」と答えた人が平成 26年 6 月に比べ更に 4.3%増えていることがわかった。 

しかしながら、全体の 2割弱であり、さらなる広報活動が必要である。 

 

 

出典：神戸新聞（平成 26年 9月 5日） 
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3.2  計画期間 

計画の対象期間は、平成 26 年度から概ね 10 年間とする。 

総合治水は、浸水被害軽減を目指して、多様な主体が連携して、多岐に渡る取り組みを継続す

るものであることから、概ね 10年後を見据えて、共通の認識を持って取り組むこととする。 

なお、本計画については、3年ごとに総点検を行い、10年後に見直しを行うこととする。ただ

し、取り組みの進捗や災害の発生、社会情勢の変化等を勘案して、適宜見直すこととする。 

 

表 3.2.1 フォローアップのスケジュール 

年度 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35

進行管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

総点検     ○   ○   ○ 

計画の見直し                   ○ 
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4.  総合治水の推進に関する基本的な方針 

県、神戸市及び住民が相互に連携を図りながら、協働して総合治水を推進する。また、住民は、

自治会等が主体となって、住民一人一人が総合治水を理解してもらうための取り組みを推進する。 

また、国から示された水防災意識社会再構築ビジョンや水防法の改正等の社会情勢の変化を踏

まえた新たな取組についても推進する。 

 

 

4.1  河川下水道対策「ながす」 

現在、神戸市内の河川は、概ね 100 年に 1回程度発生する規模の降雨による洪水でも安全に流

すことができるように河川改修を実施することを基本として整備を進めてきた。その結果、これ

までに住吉川、都賀川、生田川などで整備が完了するなど、県内の他地域に比べて高い治水安全

度を有している。しかしながら、浸水想定区域図で浸水が想定されている河川が残されている。 

計画地域においては、高橋川や新湊川等の二級河川を管理し河川対策を実施する県と、下水道

対策（雨水）を実施する神戸市が連携しながら、浸水被害の軽減、解消に向けて取り組む。 

 

4.1.1  河川対策 

河川対策については、整備目標に達していない河川の整備を継続して進めることとし、河川整

備計画が策定されている高橋川、新湊川、妙法寺川、福田川の整備を重点的に進める。なお、こ

れらの整備にあたっては、表 4.1.1 に示す築堤（高潮対策）、河床掘削、河道拡幅、橋梁架け替え

等のうち、本計画期間内で実施できる整備を着実に実施する。また、浸水想定区域図で浸水が想

定されているが、河川整備計画が策定されていない水系においても、流域の特性や想定される被

害を考慮し、今後円滑に整備を進められるよう、県および神戸市が十分に連携・調整を図りなが

ら、具体的な整備スケジュール等の検討を進める。 

維持管理は、都市河川特有の親水空間としての環境改善や機能の維持に努めるとともに、河道

や河川管理施設の維持管理、許可工作物や河川占用への対応、水量・水質の保全について、河川

特性や整備段階を考慮し、洪水等による災害の防止・軽減、河川の適正な利用及び河川環境の整

備と保全といった治水・利水・環境の観点から、調和がとれた機能が十分に発揮できるよう、関

係機関と調整を図りながら実施していく。 
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表 4.1.1 河川整備計画が策定されている水系 

水系名 策定年月 河川名 対策内容 

整備計画

延長 

（m） 

H25 年度末

未整備延長

（m） 

高橋川水系 平成 24年 4月 
高橋川 築堤（高潮対策）   600   600 

要玄寺川 築堤（高潮対策）、放水路   750 整備済み 

新湊川水系 平成 13年 5月 

新湊川 河床掘削、河道拡幅 3,500   560 

石井川 
河床掘削   250 整備済み 

洪水調節施設の整備 － － 

烏原川 河床掘削    50 整備済み 

妙法寺川水系 平成 22年 3月 妙法寺川
河床掘削、河道拡幅、橋梁

架け替え 
6,000 4,080 

福田川水系 平成 17年 6月 
福田川 

河床掘削、橋梁架け替え   680   680 

洪水調節施設の整備 － － 

小川 洪水調節施設の整備 － － 

 

4.1.2  下水道対策 

下水道対策は、神戸市の下水道計画や「こうべアクアプラン 2020」等に基づき、安全で安心な

暮らしの実現、施設の効果的な活用を目指した取組みを推進する。 

表 4.1.2 に、下水道対策の推進に関する基本的な方針を示す。 

 

表 4.1.2 下水道対策の推進に関する基本的な方針 

実施主体 基本的な方針 

神戸市 
・概ね 10年に 1回程度発生する規模の降雨に対して浸水が生じないこと

を目標に、雨水幹線の整備を行う。 

 

 

4.2  流域対策「ためる」 

流域対策は、様々な土地・施設の所有者、管理者それぞれが対策を実施・保全することで雨水

の流出抑制を行う。各対策の規模や効果は小さくても、これらを積み上げていくことで浸水被害

の軽減につなげる。流域対策の実施には、土地・施設の所有者、管理者の理解と協力が不可欠で

あることから、県、神戸市および県民が連携を図りながら適切な役割分担のもと対策を行う。 

まずは、浸水被害が発生している地区を中心に、流域内の公共施設、公園、学校、歩道等、た

め池等を利用した浸透・貯留施設等の設置を検討し、また、付加的な流出抑制効果が期待できる

各戸貯留施設等の流出抑制対策についても検討を進める。 

なお、流域対策は県、神戸市および県民相互の理解と協力が不可欠であることから、具体的な

整備目標量や年次計画は策定せず、施設等の改築・修繕時に合わせてできるところから整備を進

めるものとする。 
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4.3  減災対策「そなえる」 

これまでの想定を越える雨が降った場合でも、人的被害の回避・軽減及び県民生活や社会経済

活動への深刻なダメージの回避を目指し、洪水被害を軽減させる。 

具体的には、神戸市と協力し住民に直接的に働きかけて、水害時の被害を小さくする減災対策

を次の 4 項目を柱として推進する。 

 水害リスクに対する認識の向上（知る） 

 情報提供体制の充実と水防体制の強化（支える） 

 的確な避難のための啓発（逃げる） 

 水害に備えるまちづくりと水害からの復旧の備え（備える） 

 

 

4.4  環境の保全と創造への配慮 

4.4.1  河川環境への配慮 

「ながす」「ためる」対策は、「生物多様性ひょうご戦略」や「“ひょうご・人と自然の川づく

り”基本理念・基本方針」を踏まえ、取り組みを進める。 

 

１) 動植物の生活環境の保全・再生 

河川整備にあたっては、現状の河川状況を認識しつつ、今後も神戸市をはじめとする関係機関

や県民と連携を図りながら、県民にとって貴重な憩いの親水空間であり、動植物の生息の場でも

ある良好な河川環境の保全・再生に努める。 

 

２) 良好な景観の保全・創出 

魅力ある地域の景観を保全・創出するために、河川景観と川沿いの景観を一体のものとして捉

えるとともに、川が本来保有する自然景観を基調として、下流部の都市景観も含めて、周辺地域

の風景と調和した景観の保全と創出に努める。 

 

３) 河川利用と人と河川の豊かなふれあいの確保 

人と河川の豊かなふれあいについては、自然とのふれあいや環境学習の場の整備・保全に努め

る。また、水辺空間に関する多様なニーズを踏まえ、自然環境及び治水計画との調和を図りつつ、

適正な河川利用の確保に努める。 

 

4.4.2  水質の向上 

河川の水質については、下水道機能の維持・向上を図るとともに、河川の景観、河川とのふれ

あい、動植物の生活環境などを考慮し、関係機関や県民と連携して、更なる水の「質」の向上に

努める。 

突発的な水質事故については、今後も関係機関や県民との連携により、早期発見や速やかな対

応に努める。 
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5.  河川下水道対策「ながす」 

5.1  河川対策 

県及び神戸市は、それぞれが管理する河川について、河川整備計画等に位置づけられた事業の

うち、本計画期間内で着手可能な整備を実施する。洪水時に河川管理施設が十分に機能できるよ

う、定期的に堤防や護岸の点検を行った上で、必要に応じて堆積土砂の撤去や河道内樹木の伐採

などを実施し、洪水が安全に流下できるように適切な維持管理を行う。なお、河川の整備、維持

にあたっては、河川環境等に特に留意する。 

河川整備計画が未策定の水系においても、浸水想定区域図で浸水被害が想定される河川では、

河川整備と下水道整備とを連携させ、総合的な治水対策に取り組んでいく必要がある。県及び神

戸市は、適切に役割を分担し、具体的な整備スケジュール、整備内容を十分に調整し、効率的に

整備できるように努める。 

なお、神戸市が管理する準用河川等については、神戸市が総合治水を推進する県と連携して整

備及び維持を行う。 

河川対策実施箇所を表 5.1.1、今後 10年間で整備を行う区間を図 5.1.1 に示す。 
 

【実施内容】 

■新湊川水系においては、目標流量を安全に流下させる計画に基づき、築堤（高潮対策）を推

進する。 

■妙法寺川水系においては、目標流量を安全に流下させる計画に基づき、河積拡大の河川改修

を行う。 

■宇治川水系及び鯉川水系については、河川整備計画の検討を進める。 

■福田川水系では、滝ヶ谷口池、市の子ダム、荒田池、大門川調整池及び土池について、洪水

調節施設として恒久化が図られており、適切な維持管理に努める。 
 

表 5.1.1 河川対策の実施箇所 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延長
（m）

対策内容
延長
（m）

対策内容

高橋川 ① 河口～森宮川雨水幹線 600 築堤（高潮対策）

② 高橋川合流点～琴田橋 300 築堤（高潮対策） 整備済み

③
中野橋上流～阪急電鉄
上流

450 放水路 整備済み

④ 河口～北所橋付近 1,000 河床掘削等 A 河口～庄田橋付近 560 高潮対策

⑤
苅藻川合流点～天王
川・石井川合流点

2,500 河床掘削、河道拡幅 整備済み

石井川 ⑥
島原貯水池直下流～千
鳥橋

250 河床掘削等 整備済み

烏原川 ⑦
石井川合流点の上流
240mより190m区間

50 河床掘削等 整備済み

⑧ 河口～広畑橋 5,400
河床掘削、河道拡幅、
橋梁架け替え

B 河口～広畑橋 3,480
河床掘削、河道拡
幅、橋梁架け替え

⑨
車地区
（6.4k～7.0k）

600 河床掘削、河道拡幅 C 車地区 600 河川整備

⑩
東垂水橋～権行司川合
流点

680 河床掘削

⑪ 福田橋 橋梁架け替え

宇治川水系
及び

鯉川水系

宇治川
鯉川

河川整備計画の検討

福田川
水系

福田川

高橋川
水系

要玄寺川

新湊川
水系

新湊川

妙法寺川
水系

妙法寺川

水系名 河川名

河川整備計画 総合治水推進計画（今後10年間で整備を行う区間）

対策区間 対策区間
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図 5.1.1 河道対策位置 

妙法寺川 

新湊川 

宇治川 

天井川 

 

A

B
C

鯉川 

工事を実施する河川

河川整備計画を検討
する河川 
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図 5.2.1 雨水整備重点地区位置図 

5.2  下水道対策 

下水道対策の整備内容を表 5.2.1 に示す。 

表 5.2.1 下水道対策の整備内容 

実施主体 整備目標 実施内容 

神戸市 

概ね 10年に

1 回程度発

生する規模

の降雨 

・市街化区域の拡大、変更等に併せた雨水幹線の整備 

・大規模な地震が発生した場合でも、管渠や処理場、ポンプ場の機能

を確保できるよう施設の耐震化を実施 

・近年の都市型集中豪雨の増加、及びそれに伴う浸水被害を軽減する

ため、防災と減災の視点で浸水対策事業を実施 

・老朽化の進んだ施設の調査、適正な維持管理、長寿命化計画の実施

による改築事業費の平準化 

雨水整備重点地区については、現在 2地区の整備が完了しているが、引き続き残りの 6地区の

整備を進める。 

表 5.2.2 雨水整備重点地区（神戸市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 整備状況 整備内容

① 赤塚山地区 東灘区 完了 雨水幹線整備

② 魚崎南地区 東灘区 整備中 魚崎ポンプ場改築、雨水幹線整備

③ 三宮南地区 中央区 整備中

ポンプ場（3施設：小野浜ポンプ場、京橋ポンプ場、
中突堤ポンプ場）、雨水幹線整備
※京橋ポンプ場はH23年度完成、中突堤、小野浜ポン
プ場はH27年度完成

④ 和田岬地区 兵庫区 整備中
新和田岬ポンプ場新設、雨水幹線整備
※新和田岬ポンプ場はH20年度完成

⑤ 浜添地区 長田区 整備中 ポンプ場新設、雨水幹線整備

⑥ 長田南部地区 長田区 整備中
新南駒栄ポンプ場新設、雨水幹線整備
※新南駒栄ポンプ場はH25年度完成

⑦ 須磨浦通東地区 須磨区 完了 雨水幹線整備

⑧ 須磨浦通西地区 須磨区 整備中 雨水幹線整備

地区名
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市内唯一の合流区域である魚崎南地区では、昭和 37 年に運転を開始した魚崎ポンプ場の老朽化

が進行している。平成 25年度から施設の改築更新事業に着手し、平成 44 年度の事業完了に向け

て工事を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.2.2 ポンプ場の改築（こうべアクアプラン 2020） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

魚崎ポンプ場改築更新 

計画排水能力：41.0m
3

/秒 

（既設排水能力：35.7 m
3

/秒） 

： 東灘処理場 

： 魚崎ポンプ場 

魚崎ポンプ場 現況写真 
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6.  流域対策「ためる」 

6.1  対象施設の選定の基本的な考え方 

流域対策は、本計画地域内にある施設全てを対象とする。 

基本的には、浸水が発生または発生する恐れがある地域における施設を優先して選定するこ

ととするが、「災害時要援護者施設」や「指定避難施設」など敷地を避難所として活用するこ

とが求められる施設においては、貯留対策に代えて「雨水をしみこませる」浸透対策を中心に

取り組む。 

 

 

 

 

図 6.1.1 浸透対策のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

出典：雨水貯留浸透技術協会パンフレット
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6.2  公共施設、県営住宅、公園・学校・歩道等での雨水浸透・貯留の取り組み 

6.2.1  公共施設 

県及び神戸市は、自らが管理する施設の改築・修繕の際には、それぞれの持つ機能を損なわな

い範囲において、浸透・貯留機能に配慮した施設の整備・維持管理に努める。 

なお、雨水浸透・貯留施設整備の取り組みが地域全体に広がるよう、まずは県が管理する公共

施設において率先して実施していく。 

現在、計画地域内において、759 施設のその他公共施設が存在する。計画地域内の施設数を表 

6.2.2 に示す。 

 

 
図 6.2.1 公共施設での浸透施設例（京都府向日市） 

 

 

※駐車場、ロータリー等、敷地部分の透水性舗装 

※敷地外周には浸透側溝、浸透ますを配置 

※庁舎前広場に浸透トレンチを配置 

 

表 6.2.1 公共施設での雨水浸透・貯留に関する取り組み一覧 

実施主体 これまでの取り組み 今後の取り組み 

県 
・兵庫県西神戸庁舎において駐車

場透水性舗装の実証実験を行っ

ている。 

・自らが管理する公共施設の敷地等を

改築・修繕する場合には、浸透・貯

留に配慮した施設の整備に努める。

神戸市 － 
・自らが管理する公共施設の敷地等を

改築・修繕する場合には、浸透・貯

留に配慮した施設の整備に努める。

 

出典：雨水貯留浸透技術協会パンフレット
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※その他公共施設とは、官公庁、病院、体育館、その他大規模施設で構成される。 

表 6.2.2 その他公共施設数一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域名 区名
官公庁
施設数

病院
施設数

体育館
施設数

その他
大規模
施設数

東灘区 13 0 1 69

灘区 7 1 1 70

中央区 59 6 1 94

兵庫区 12 0 0 84

長田区 5 1 0 85

須磨区 9 3 1 93

垂水区 5 0 1 100

北区 4 0 0 34

西区 0 0 0 0

114 11 5 629

759総合計

合計

神戸（表六甲河川）地域

出典)官公庁施設 ：神戸市提供データ、県提供データ、 
国土数値情報 公共施設データ(コード 11：国の機関、12：地方公共団体、13：厚生機関、

14：警察機関、15：消防署)、 
国土数値情報 市町村役場等及び公的集会施設データ(コード 1：本庁(市役所、区役所等)、 
2：支所・出張所・連絡所、3：その他行政サービス施設) 

病院施設 ：神戸市提供データ、県提供データ(県立病院データ)、国土数値情報 公共施設データ(コード 17：病院)
体育館 ：神戸市提供データ、 

国土数値情報 市町村役場等及び公的集会施設データ(コード 5：公立公民館以外の公的集会施設)
その他大規模施設：神戸市提供データ、県提供データ、国土数値情報 公共施設データ(コード 3：建物(図書館)、

19：福祉施設)、 
国土数値情報 市町村役場等及び公的集会施設データ(コード 4：公立公民館、5：集会施設) 
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6.2.2  県営住宅 

県は、県営住宅を建て替える場合において、浸透・貯留に配慮した施設の整備に努める。 

 

表 6.2.3 県営住宅での雨水浸透・貯留に関する取り組み一覧 

実施主体 これまでの取り組み 今後の取り組み 

県 － 

・自らが管理する県営住宅を建て替え

る場合には、駐車場の地盤を 1Ocm

程度切り下げること等により、浸

透・貯留に配慮した施設の整備に努

める。（中村住宅 他 4 箇所） 

 

 

 

 

図 6.2.2 社会基盤整備プログラムに位置づけられた県営住宅位置図 

 

 

 

中村住宅 

白川台鉄筋住宅 

東垂水鉄筋住宅 

新多聞鉄筋住宅 

明石舞子北鉄筋住宅 

整備を行う県営住宅 
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【参考】雨水浸透施設の標準的な構造 

 構造（単位：mm） 施設の概要 

浸

透

ま

す 

透水ますの周辺を砕石で充填し、集水した雨水をその底

部及び側面から地表の比較的浅い部分に浸透させる。透

水ますは、有孔コンクリートやポーラスコンクリートを

用いる場合が多いが、塩ビ製のものもある。透水ますの

形状は丸形と角形があるが、浸透ますからの浸透量を規

定するのは砕石部の形状であり、ますが丸形でも砕石部

が角形の場合は角形ますとして浸透量の算定を行うこと

になる。なお、直径が大きく深く設置するものを浸透マ

ンホールと呼ぶ。 

浸

透

ト

レ

ン

チ 

掘削した溝に砕石を充填し、さらにこの中に流入水を均

一に分散させるために透水性の管を布設したものであ

る。近年、砕石と管の機能を同時に合わせ持つポーラス

コンクリート製やプラスチック製の一体製品も使用され

ている。浸透トレンチは、雨水排水施設として兼用され

る場合が多いため、管径・勾配等は、排水機能を損なわ

ないように配慮する必要がある。 

浸

透

側

溝 

 

透水性のコンクリート二次製品を用い、浸透底面及び側

面を砕石で充填し、集水した雨水をその底面及び側面か

ら浸透させる「側溝」類である。公園やグラウンドに設

置すると土砂、ゴミ等の流入による機能低下を起こす場

合が多いので、設置場所に応じて適切な維持管理が必要

である。 

透

水

性

舗

装 
 

雨水を透水性の舗装体やコンクリート平板の目地等を通

して地中に浸透させる機能を持つ舗装である。浸透能力

は、路床からの浸透量で規定される。また、舗装体の貯

留による流出抑制機能を期待する場合も多い。表層の目

詰まりによる機能低下が著しいため、適切な維持管理が

必要である。 

出展：「雨水浸透施設の整備促進に関する手引き（案）」H22.4 

国土交通省 都市・地域整備局 下水道部、国土交通省 河川局 治水課 

 

 

 



53 

6.2.3  公園・学校・歩道等 

学校や公園は植栽や土の面積が広く、雨水を浸透し、河川へ流れ込む水の量を平準化して洪水

を緩和する機能を有しており、こうした機能を維持し向上させていく事が今後も必要である。 

県及び神戸市は、公園、学校、歩道等を改築・修繕する場合には、浸透・貯留機能に配慮した

施設の整備に努める。また、当該浸透・貯留施設の整備者と施設管理者とが管理協定を締結する

等により、将来に渡り適切な維持管理に努める。 

なお、公園や小中学校は、災害時の避難場所としての機能を最優先とするため、グラウンド表

面の貯留は行わず、関係者の理解と協力を得て浸透対策等を推進する。 

また、県は雨水浸透・貯留機能もしくは雨水貯留容量を備え、または維持することが計画地域

における流域対策に特に必要と認める施設について、所有者の同意を得た上で「指定雨水貯留浸

透施設」、「指定貯水施設」として指定し、施設の所有者等はその機能維持と適正な管理を行う。 

 

 

 
 

図 6.2.3 公園での浸透施設例（千葉県舟橋市） 

 

 

 

出典：雨水貯留浸透技術協会パンフレット
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図 6.2.4 学校での浸透施設例（千葉県舟橋市） 

 

※グラウンド部分に浸透トレンチを配置 

 

 

 

 

 
図 6.2.5 道路浸透ますの例（東京都練馬区） 

 

 

 

出典：雨水貯留浸透技術協会パンフレット

出典：雨水貯留浸透技術協会パンフレット
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図 6.2.6 駐車場、歩道での浸透の例（千葉県柏市） 

 

※インターロッキングブロック等を用いた透水性舗装 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.2.7 駐車場透水性舗装の例（兵庫県西神戸庁舎） 

 

出典：雨水貯留浸透技術協会パンフレット
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表 6.2.4 公園、学校、歩道等での雨水浸透・貯留に関する取り組み一覧 

実施主体 これまでの取り組み 今後の取り組み 

県 

・平成 16 年より県下全域で歩道の

透水性舗装を標準仕様として適

用 

・平成 23 年度に「浸透側溝設置ガ

イドライン」を策定 

・平成 24 年度に「浸透側溝設置ガ

イドライン」を改訂 

・雨水浸透・貯留機能もしくは雨水貯

留容量を備え、または維持すること

が特に必要と認める施設について、

所有者の同意を得た上で指定雨水浸

透・貯留施設、指定貯水施設として

指定する。 
・県立高校において浸透・貯留施設の

整備を検討する。 

神戸市 

・道路部局では、歩道部の透水性

舗装を実施 

・真陽小学校および真陽南さくら

グラウンドで貯留施設を整備 

・小中学校等に雨水貯留槽（29箇

所、約 430m3）を整備 

・「神戸バリアフリー整備マニュア

ル」を策定し、歩道等の舗装は

雨水を地下に浸透する構造を標

準としている。 

・歩道、公園等の改築・修繕時にあた

っては、雨水浸透機能の確保、向上

に努める。 

・今後も順次、整備を進める予定であ

る。 

施設所有者・ 
施設管理者 

－ 
・施設の雨水浸透・貯留機能の維持 
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6.3  ため池の活用 

農業用に利用されているため池は、集水面積が大きく、効率的な雨水の貯留効果が期待できる。

県及び神戸市は、ため池管理者に対し、非かんがい期（事例 2）及び台風等の大雨が想定される

直前（事例 1）においては、ため池の水位を下げてもらうよう、啓発活動に努める。 

 

 
図 6.3.1 ため池の事前放流イメージ 

 

 

図 6.3.2 ため池の事前放流時期 

事例 1）集中豪雨の発生頻度が高い梅雨期から台風期までが効果を発揮しやすい 

事例 2）農業用水の確保が優先される時期を避け、台風期に取り組む 

 

表 6.3.1 ため池等での雨水貯留に関する取り組み一覧 

実施主体 これまでの取り組み 今後の取り組み 

県・神戸市 

・施設管理者にため池の水位を事

前に下げておくよう呼びかけて

いる。 

・ため池貯留については、非かんがい

期の貯水位低下などの手法選定も含

めて、施設管理者の理解と協力を得

られるよう、県は市の協力を得なが

ら地元協議に努める。 

施設所有者・ 
施設管理者 

・県及び神戸市の呼びかけにより、

ため池の水位を事前に下げてお

くように努めている。 

・管理者に同意が得られたため池の水

位を事前に下げておく等により、施

設の雨水貯留機能を高めるよう努め

る。 
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表 6.3.2 受益面積 0.5ha 以上のため池施設数一覧 

地域名 区名 施設数

東灘区 0

灘区 0

中央区 0

兵庫区 0

長田区 0

須磨区 3

垂水区 6

北区 6

西区 0

15合計

神戸（表六甲河川）地域

 

出典：「農業用ため池調」（兵庫県農政環境部農地整備課 平成 26 年 4 月現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）神戸市提供データ、県提供データ（ため池台帳データ） 
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6.4  防災調整池の設置指導 

これまで、県では開発に伴う県管理河川への流出抑制対策として、1ha 以上の開発行為を行お

うとする者に対し、「調整池指導要領及び技術基準｣(兵庫県県土整備部)に基づき、昭和 53 年から

防災調整池の設置を指導してきた。防災調整池の例を図 6.4.1 に示す。 

県は、総合治水条例施行に伴い、平成 25 年 4月 1

日以降、開発による土地の改変面積が 1ha 以上であ

り、かつ流出量が増加する場合の開発行為を行う開

発者等に対し、技術的基準に適合する「重要調整池」

の設置と設置後の適正な管理を義務付けている。同

じく、既存及び 1ha 未満の調整池も必要な場合は所

有者同意のうえ、適正管理を義務付けている。 

また、県は、重要調整池以外の調整池であっても

雨水の流出を抑制する機能の維持が特に必要と認め

る調整池について、所有者の同意を得た上で指定調

整池として指定し、調整池の所有者等はその機能維

持と適正な管理を行う。 

神戸市は、開発区域面積が 0.3ha 以上かつ雨水の流出増をもたらす造成面積 0.3ha 以上の場合

について、防災調整池の設置を「洪水調整池設置指導要領」（H25.4 改訂）により指導している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.4.2 防災調整池の要・不要の判断基準 

（洪水調整池設置指導要領 平成 25 年 4月改定 神戸市） 

図 6.4.1 防災調整池 
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現在、計画地域において、1ha 以上の開発に伴う調整池は 56箇所設置されている。計画地域内

の施設数を表 6.4.1 に示す。 

また、流域圏の防災調整池設置指導に関する取り組み一覧を表 6.4.2 に示す。 

 

表 6.4.1 調整池施設数一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 6.4.2 防災調整池設置指導に関する取り組み一覧 

実施主体 これまでの取り組み 今後の取り組み 

県 

・1ha 以上の開発に対する開発者・施設

所有者への設置・管理の義務付け

（H25.4.1～） 

・雨水の流出を抑制する機能の維持が特

に必要と認める調整池について、所有

者の同意を得た上で指定調整池として

指定し、調整池の所有者等はその機能

維持と適正な管理を行う。 

・同左 

 

神戸市 
・0.3ha 以上～1.0ha 未満の開発に対する

防災調整池の設置指導 

・同左 

 

 

 

地域名 区名 施設数

東灘区 2

灘区 3

中央区 0

兵庫区 0

長田区 2

須磨区 13

垂水区 28

北区 8

西区 0

56合計

神戸（表六甲河川）地域
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6.5  六甲山地における土砂・流木の流出抑制対策 

六甲山地は、急峻な地形に加え表層は崩壊しやすい地質（風化花崗岩）のため、大雨により山

腹崩壊が発生すると流木や土砂が流出し、川や水路を埋塞させ、溢水・氾濫を引き起こす可能性

を有している（昭和 42年 7月災害では、流木による暗渠入口の閉塞が生じた）。 

昭和 13年の阪神大水害では、神戸を中心とした豪雨により、六甲山地のいたる所で山崩れが発

生し、土石流となって市街地は甚大な被害を受けた。この災害を契機として同年に六甲砂防事務

所が発足し、国による砂防事業に着手しており、現在でも国・県・市が連携して計画的に土砂・

流木の流出抑制対策に取り組んでいる。 

なお、表六甲河川地域には、表 6.5.1 のとおり 7,056ha の森林が存在する。 

表 6.5.1 森林面積一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.1  国（六甲砂防事務所）の取り組み 

国（六甲砂防事務所）は、六甲山地を流域にかかえる住吉川・都賀川等の比較的流域面積の大

きな 23 水系で砂防事業に取り組んでおり（図 6.5.1）、土石流による直接被害から土砂災害警戒

区域内の家屋及び公共施設等を保全するとともに、阪神大水害相当の降雨による土砂流出よって

引き起こされる災害の抑制を目標としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.5.1  国（六甲砂防事務所）で対象とする河川・流域

出典）土地利用細分メッシュデータ（H26 年度） 

朝来市の流木流出状況 

(平成 21 年 8月 10 日撮影) 

地域名 区名
面積

（ha）

東灘区 1,034

灘区 1,749

中央区 710

兵庫区 477

長田区 208

須磨区 875

垂水区 428

北区 1,548

西区 26

7,056

神戸（表六甲河川）地域

合計
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図 6.5.2  近年の整備事例 

また、砂防えん堤等の施設整備のみならず、六甲山地を一連の樹林帯（グリーンベルト）とし

て保全・育成し、安全で自然豊かな都市空間を創出する「六甲山系グリーンベルト整備事業」に

も取り組んでいる。「六甲山系グリーンベルト整備事業」の一環として、小学生を対象とした苗木

の育成、環境学習、里山自然体験などを実施するとともに、市民団体や企業に活動の場を提供し、

県民と一体となった森林整備にも取り組んでいる。（図 6.5.3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.5.3  県民と一体となった森林整備の事例 

 

6.5.2  県の取り組み 

県においては、国（六甲砂防事務所）が直轄施工する区域外の砂防事業、がけ地を対策する急

傾斜地崩壊対策事業・保安林を整備する治山事業を主に取り組んでいる。 

現在、県では、未対策の危険箇所が多くあること、また、近年記録的豪雨が頻発していること

から「第２次 山地防災・土砂災害対策５箇年計画(H26～30)」を策定し、①人家等保全対策（図

6.5.4） ②流木・土砂流出防止対策 ③災害に強い森づくり（表 6.5.2）を強力に推進しており、

六甲山系においてもその整備を進めているところである。 

また、国（六甲砂防事務所）が直轄施工する区域外の「六甲山系グリーンベルト整備事業」に

も取り組んでおり、国（六甲砂防事務所）と連携して整備を進めている。 

 

 

どんぐり育成プログラム 

（3,4 年生時） 

山で拾ったどんぐりを鉢植え 

（6年生時） 

育てた苗を卒業記念に植樹 
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図 6.5.4  人家等保全対策の整備事例 

 

表 6.5.2 災害に強い森づくりの取り組みイメージ 

種 類 イメージ 

①緊急防災林整備 

急傾斜地等のスギ・ヒノキの人工林を

対象に、森林の防災機能を高めるた

め、間伐材を利用した簡易土留工を設

置するとともに、流木災害の軽減を図

るため危険木の除去や災害緩衝林整

備などの渓流沿いの森林整備も実施

する。 

 

 

②里山防災林整備 

集落の裏山を対象とした森林整備に

併せて簡易な防災施設（柵工等）の設

置や管理歩道等の整備を行う。 

 

 

 

 

③針葉樹林と広葉樹林の混交林整備 

樹種・林齢が異なる水土保全能力の高

い森林に誘導するため、大面積に広が

る手入れ不足のスギ・ヒノキの高齢人

工林を部分伐採し、その跡地に広葉樹

を植栽する。 

 

 

 

 

中尾谷地区（中央区） 向井畑地区（垂水区） 
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○六甲山森林整備戦略の内容○ 
 

 

 

 

 
 

 

 

多様な林齢・樹種が混交する土砂災

害防止効果が高い森林 

 

 

近畿圏の骨格的生体ネットワークの

一部をなす森林 

 

 

二酸化炭素の吸収効果が高く、エネ

ルギー等として活用されている森林 

 

 

都市景観のシンボルとなり、四季を

感じる多様で美しい森林 

 

 

多様なレクリエーションや新たな利

用が展開できる森林 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

災害防止の森 

生きものの森 

地球環境の森 

景観美の森 

憩いと学びの森 

森林整備に関わる行政、森林組合、ＮＰＯ法人など

を主体とし、マネジメント共同体を組織します 
次世代の森林整備を担う人材を育成します 

ハイキング道整備や斜面崩壊防

止工事などで環境に配慮した基

盤整備を行います 

森林資源の効率的な活用方法

を検討するなどして、多角的、

循環的に利活用します 

森林資源の商品開発や他にはないオリジナルのものを作

るなどし、六甲山ブランドを形成します 

六甲山の価値や魅力を広くＰＲ

し、森林整備に関する情報発信に

努めます 

森林整備費用を確保する

ために、森林の公益的機

能の恩恵を受ける多主体

が費用負担する仕組みを

検討します。 

■森林整備の仕組みづくり 

■戦略的ゾーンの設定 
■森林整備の方針 

「都市山」六甲山と人と暮らしとの新たな関わりづくり 

－六甲山の「恵み」を「育てる」・「活かす」・「楽しむ」仕組みづくり－ 

■森林整備戦略の目的 

6.5.3  神戸市の取り組み 

神戸市では、神戸の貴重な財産である六甲山を、美しく健全な状態で次世代にも引き継いでい

くため、平成 24年 4月に「六甲山森林整備戦略」を策定し、市民・企業・行政などの多様な主体

と協働により、次の 100 年を見据えた森づくりを進める。 

戦略では、六甲山の森林を状況や整備の目的に応じて 5つのゾ－ンに分類し、森林が有する機

能を十分に発揮できるよう森林整備の方針を定めた。 

特に、市街地に近接する森林は、国（六甲砂防事務所）や県により「六甲山系グリーンベルト

整備事業」や「治山事業」が行われていることから、その考えをふまえて「災害防止の森」と定

め、表面侵食防止や水源かん養機能の高い森林を目指す。 
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神戸（表六甲河川）地域での森林の保全等に関する取り組み一覧を表 6.5.3 に示す。 

 

表 6.5.3 森林の保全等に関する取り組み一覧 

実施主体 これまでの取り組み 今後の取り組み 

所有者 

又は 

使用収益者 

・森林の有する雨水の浸透及び滞留

の機能並びに県土の保全機能を確

保するため、森林の整備及び保全

に努める。 

・今後も継続して実施していく。 

国 

・土砂災害を引き起こす可能性が高

い箇所等への砂防施設の整備を実

施するとともに、老朽化した既設

の基幹えん堤の補強・減災対策を

実施。 

・「六甲山系グリーンベルト整備事

業」を推進。 

・引き続き、計画的に整備していく。 

県 

・「第 2 次 山地防災・土砂災害対策

5 箇年計画(H26～30)」に基づき、

治山ダム、砂防えん堤等の整備を

実施。 

・引き続き、計画的に整備していく。 

・平成 14年度から 10ヵ年計画で「新

ひょうごの森づくり」を進め、現

在、平成 24年度を初年度とする第

2 期計画（10ヵ年計画）を推進。

・平成 18年度から導入した県民緑税

を活用し、森林の防災面での機能

強化を早期、確実に進めるため、

「災害に強い森づくり」に取り組

んでおり、現在は平成 28年度を初

年度とする第 3 期対策（5 ヶ年計

画）を推進している。 

・関係機関、森林所有者、県民等と連携

し、人工林の間伐等を進める。 

・急傾斜地にある間伐対象人工林の表土

侵食の防止対策や高齢人工林の一部を

広葉樹林へ誘導する。 

・保安林・林地開発許可制度の適切に運

用し、無秩序な伐採・開発行為の規制

等に努める。 

・引き続き砂防・治山事業等による流木・

土砂災害防止対策を進め、森の回復と

再生を目指す。 

神戸市 

・平成 24 年 4月に「六甲山森林整備

戦略」を策定し、次の 100 年を見

据えた森づくりを推進。 

・市街地に近接する森林は、「災害防止の

森」と定め、表面侵食防止や水源涵養

機能の高い森林を目指す。 

 

 

 

 

 



66 

 

 

 

～Topics～  砂防えん堤・治山ダムの整備について 

流れてきた大量の土砂や流木などを食い
止めた砂防ダム 

出典：「神戸新聞」（平成 26年 10 月 10 日） 

表六甲山系（西宮・芦屋・神戸）の砂防えん堤は 661 基（国：544 基、県：117 基）、治

山ダムは 1,619 基となっています。（平成 28年度末時点） 

「砂防えん堤」は、上流から流れてくる土砂や流木を補足することで、下流の人家や公共施設など
を土石流から守るための施設です。 
特に「透過型えん堤」は、ふだんは水と一緒に土砂は下流に流れており、生物も上下流に移動でき

ますが、大雨で土石流が発生すると大きな岩や流木はえん堤に引っかかり下流へ流れません。 
その後、次の洪水に備えるために、えん堤に貯まった土砂や流木を取り除きます。 

透過型えん堤は、貯まった土砂や流木を除去することで繰り返し機能を発揮します

出典：「砂防堰堤の働きについて」（国土交通省 HP）
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6.6  その他の雨水浸透・貯留の取り組み 

県、神戸市及び県民は、所有する建物等において雨水貯留タンク等による各戸貯留や浸透桝等

の設置に努める。県及び神戸市は、貯留施設については、大雨の前にタンクを空にしておくこと

が雨水の流出抑制を図る上で効果的であることから、タンク等の事前放流についての意識啓発を

行う。 

それぞれの雨水貯留・浸透施設の例を図 6.6.1～図 6.6.2 に示す。 

また、流域圏のその他の雨水浸透・貯留に関する取り組み一覧を表 6.6.1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.6.1 雨水貯留浸透（各戸） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.6.2 その他の雨水浸透・貯留の取り組み（左：雨水貯留タンク、右：浸透管・浸透桝） 

 

表 6.6.1 その他の雨水貯留・浸透に関する取り組み一覧 

実施主体 これまでの取り組み 今後の取り組み 

県民 
・雨水貯留タンク等を設置すること

等で雨水貯留浸透機能を備える。 
・これらの雨水貯留浸透機能を維持する。

県 － ・雨水貯留タンク等の設置の広報を行う。

 

敷地内に降った雨を
地下に浸透

屋根に降った雨水を貯留

※大雨の前に放流することが雨水の流出抑制を 

図る上で有効です。 
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7.  減災対策「そなえる」 

7.1  水害リスクに対する認識の向上（知る） 

7.1.1  水害リスクを知る機会の提供 

県及び神戸市は、ハザードマップ等を活用しながら、我がまちを歩く体験型講座を開催するな

ど、県民が水害リスクを知る機会を数多く提供するよう努める。 

また、県及び神戸市は減災対策を推進するために、県民が総合治水の重要性を認識できるよう

啓発を行っていく。 

 

7.1.2  水害リスクを知るツールの整備 

１) 浸水想定区域図の作成・公表等 

県民の避難行動などを支援するために以下の取り組みを実施する。 

国及び県は、水防法の規定に基づき、計画規模降雨における各管理河川が氾濫した場合に浸水

が想定される区域を浸水想定区域として指定し、想定される浸水深を明らかにしている。また、

平成 27年 7 月の水防法改正により、想定最大規模降雨により該当河川が氾濫した場合に浸水が想

定される区域を洪水浸水想定区域として指定することとなり、水位周知河川及び浸水想定区域に

地下街を含む可能性のある河川から想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図を作成すること

とした。 

平成 34年度までに水位周知河川 8 河川（高橋川、住吉川、石屋川、都賀川、新湊川、妙法寺川、

福田川、山田川）、浸水想定区域に地下街を含む可能性のある 3河川（生田川、鯉川、宇治川）で

の作成を目標とする。その他すべての県管理河川についても順次作成、指定する。 

また、想定最大規模降雨の洪水に係る洪水浸水想定区域図を CGハザードマップに追加し、更な

る充実を図る。 

神戸市は、浸水想定区域図に避難所や情報伝達経路などの必要な防災情報を記載したハザード

マップを作成し、紙等の媒体で県民に周知する。 

 

２) 洪水ハザードマップの改良・強化 

神戸市は浸水想定区域図の更新を受け、“実践的な洪水ハザードマップ”を作成するとともに、

県と協働で外水はん濫を対象とした洪水ハザードマップに加えて、内水被害の考慮や、水害リス

ク評価に関する全国の事例を参考にして、県民が水害リスクを正確に理解でき、わかりやすい洪

水ハザードマップに改良、強化を図ることを検討する。図 7.1.1 に中央区版の広報紙 KOBE 防災特

別号「くらしの防災ガイド」を示す。 

また、県は神戸市における地域防災計画の見直しや洪水ハザードマップの作成が円滑に行われ

るよう、支援する。 
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３) 兵庫県 CGハザードマップの充実 

兵庫県 CG ハザードマップ（図 7.1.2）は、洪水や土砂災害についての情報が記載されており、

自宅や職場付近の CGハザードマップや主要な地点の 3次元動画、フォトモンタージュなどが閲覧

できる。また、水位、雨量、土砂災害危険度などのリアルタイム情報やライブカメラ映像を取得

することができる。 

県は兵庫県 CGハザードマップで整備してきた映像等を今後も継続して公開していくが、神戸市

はこれらの映像等の活用方法について検討し活用する。また、内容については適宜見直す（平成

23 年度には、平成 23 年台風 12 号及び 15 号の浸水実績等を追加拡充）とともに、より県民理解

を高める他の方法を検討する。 

 

当該地域における水害を知るツールの整備に関する取り組み一覧を表 7.1.1 に示す。 

 



70 

 

 

 

 

エラー! 参照元が見つかりません。(1) 神戸市防災特別号 くらしの防災ガイド（中央区版） 

 

 

図 7.1.1 (1)  広報紙 KOBE 防災特別号 くらしの防災ガイド（中央区版）記事面（抜粋） 
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図 7.1.1(2)  広報紙 KOBE 防災特別号 くらしの防災ガイド（中央区版）マップ面 
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http://www.hazardmap.pref.hyogo.jp/ 

 

図 7.1.2 兵庫県 CGハザードマップ 

 

 

「洪水」ボタンをクリック 

「カメラ」ボタンをクリック 

イメージ CG が閲覧できる 

「山の情報」ボタンをクリック 

見たい地域をクリック 

土砂災害危険度が閲覧できる 
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表 7.1.1 水害を知るツールの整備に関する取り組み一覧 

実施主体 これまでの取り組み 今後の取り組み 

県民 

・県及び神戸市が提供する浸水によ

る被害及び避難に関する情報を把

握するよう努め、その周知に協力

している。 

・今後も継続して実施していく。 

県 

・外水はん濫を対象としたハザード

マップを作成 

・内閣府「避難勧告の判断・伝達マ

ニュアル作成ガイドライン」の平

成 26 年改訂を受けて、氾濫危険

水位を実際に危険箇所が越水す

るまでに避難完了できる水位に

見直し、平成 29 年度から運用し

ている。 

・神戸市の地域防災計画の見直しやハザ

ードマップの作成が円滑に行われる

よう、支援する。 

・水防法の規定に基づき、計画規模

における県管理河川が氾濫した場

合に浸水が想定される区域を浸水

想定区域として指定し、想定され

る水深を明らかにしている。 

・災害対策基本法及び水防法の平成 27

年改正を受けて、想定し得る最大規模

降雨による洪水浸水想定区域図を作

成する。併せて、洪水時家屋倒壊危険

ゾーンを設定することにより、市が行

う避難勧告の水平避難・垂直避難の絞

り込み等に資する。 

・平成 34 年度までに高橋川等の水位周

知河川8河川及び浸水想定区域に地下

街を含む可能性のある 3 河川におい

て、想定し得る最大規模降雨による洪

水浸水想定区域図の作成を目標とし、

その他全ての県管理河川についても

順次作成する。 

・神戸市が実施するハザードマップの促

進及び周知に関する取組を支援する。

・イベントなどの場を活用して、水害リ

スクの把握に向けた啓発等を行う。 

・CGハザードマップを HP で公開 

・平成 23年台風 12号及び 15 号の浸

水実績等を追加拡充（当該地域では

該当箇所なし） 

・今後も継続して公開する。 

・想定最大規模降雨の洪水による洪水浸

水想定区域図を追加して、CG ハザード

マップの充実を図る。 

神戸市 

・雨水による浸水区域を公表  

・広報紙ＫＯＢＥ防災特別号を毎年

全世帯へ配布、神戸市ホームペー

ジに公開  

・洪水ハザードマップを神戸市ホー

ムページに公開 

・内水被害の考慮や水害リスク評価に関

する全国の事例を参考に、県民が水害

リスクを正確に理解でき、分かりやす

いハザードマップに改良、強化を図

る。 

・県が CG ハザードマップで整備してき

た映像等の活用方法について検討し、

活用する。 

・適宜、必要に応じて修正し、周知に努

める。 
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7.1.3  防災の担い手となる人材の育成 

１) 人材の育成 

県及び神戸市は、行政、県民、NPO 等、様々な主体の防災の担い手を育成するため、防災研修

を実施する。 

更に、県及び神戸市は、県民が災害時に取るべき行動を身につけ、かつ、平常時から災害に備

えることができるよう、ひょうご防災リーダー講座（県）（図 7.1.3）、市民防災リーダー育成（神

戸市）等の研修を実施し、人材の育成に努める。特に、表六甲河川に関心が高い人材を発掘し、

減災に関する地域活動を主体的に実施できる防災の担い手の育成を図る。 

神戸（表六甲河川）地域における人材の育成に関する取り組み一覧を表 7.1.2 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

図 7.1.3 ひょうご防災リーダー講座
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表 7.1.2 人材の育成に関する取り組み一覧 

実施主体 これまでの取り組み 今後の取り組み 

県民 

・自ら浸水による被害及び、これに

対する適切な対策について学習

するよう努めている。 

・今後も継続して実施していく。 

県 

・平成 16 年度から地域防災力の向

上をねらいとして「ひょうご防災

リーダー講座」を開催し、人材の

育成に努めている。 

・県民の防災意識を高めるために、

防災体験学習や出前講座を実施

している。 

・今後も継続して実施していく。 

 

 

 

・平成 29年度に作成した、小学校の

総合学習授業等に活用できる総合

治水を学べる映像ソフトを、神戸

市教育委員会へ配布するととも

に、インターネットで配信する。

神戸市 

・消防署が実施する研修（市民防災

リーダー育成）を受講すること

で、地域の防災リーダーを育成

（H28 年度 1,354 人） 

・今後も継続的に実施し、30～50 世

帯に 1人（700 人/年）の防災リー

ダー育成を目指す。 

 

２) 研修の充実 

県及び神戸市は、行政の担当職員も水害リスクを十分認識し、より専門的な知識を身につける

よう研修の充実に努める。 

また、県及び神戸市は、県民に災害に備えるための勉強会を実施する。 

神戸（表六甲河川）地域における研修の充実に関する取り組み一覧を表 7.1.3 に示す。 

 

表 7.1.3 研修の充実に関する取り組み一覧 

実施主体 これまでの取り組み 今後の取り組み 

県・神戸市 

・市町職員や消防団等を対象とした、

水防技術講習会を開催（平成 29年 6

月 2日） 

・行政職員も水害リスクを十分認

識し、より専門的な知識を身に

つけるよう研修の充実に努め

る。 

・地域毎に災害に備えた勉強会を

実施し、発災時に備える。 

県民 

・河川の氾濫を考慮した避難訓練やビ

ニールシート等を用いた水防訓練を

実施しているが、訓練に参加する人

が少ない、限られているなどの課題

がある。 

・今後も継続的に実施するととも

に、小中学生を参加させるなど、

訓練の参加者を増やすための取

り組みを検討する。 
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３) 出前講座の実施 

県及び神戸市は、総合治水の広報・周知や県民の防災意識向上に資するため、出前講座等を実

施する。 

神戸（表六甲河川）地域における出前講座に関する取り組み一覧を表 7.1.4 に示す。 

 

表 7.1.4 出前講座に関する取り組み一覧 

実施主体 これまでの取り組み 今後の取り組み 

県 

・小学生や県民を対象とした浸透・貯

留効果を示すジオラマ模型を使った

出前講座を実施している。 

・今後も継続して実施していく。 

神戸市 

・職員が地域に出向き、市民にとって

関心のあるテーマなどについて出前

トークを実施している。 

・今後も継続して実施していく。

 

 

 

  
図 7.1.4 出前講座の様子 

 

 

 

 

 

河川対策・流域対策の効果を模型で実験 透水性舗装の違いを模型で実験 
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7.2  情報提供体制の充実と水防体制の強化（支える） 

7.2.1  避難情報の伝達 

県は神戸市及び県民の避難判断を支援する、防災情報の提供体制の充実に努める。 

平成 25年度には、河川監視カメラ 6基の増設、氾濫予測システムの整備を実施しており、今後

も水位や雨量などの各種防災情報を継続発信する。 

 

１) 同報無線、移動無線の充実 

神戸市は、県民に避難勧告等の情報を迅速に提供するため、同報無線、移動無線の充実を図る。 

神戸（表六甲河川）地域における同報無線、移動無線の充実に関する取り組み一覧を表 7.2.1

に示す。 

 

表 7.2.1 同報無線、移動無線の充実に関する取り組み一覧 

実施主体 これまでの取り組み 今後の取り組み 

県民 

・県及び神戸市が提供する観測情報及

び避難情報を把握するよう努めてい

る。 
・他の地域住民に、把握した情報を提

供するよう努めている。 
・自ら及びそれぞれの安全を確保する

よう自己決定力の向上に努めてい

る。 

・今後も継続して実施していく。 

神戸市 

・防災福祉コミュニティや消防団の役

員等には同報無線戸別受信機が配布

されており、その情報や消防署等か

らの情報を地域で作成している連絡

網を用いて情報伝達を実施 

・今後も継続していくとともにひょうご

防災ネットの普及など、情報伝達手段

の複数確保の必要性を広報する。 
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２) 増水警報情報 

県では、河川内に親水施設を有し、急激に水位上昇が見込まれる河川に大雨洪水注意報、警報

の発表と連動して作動する回転灯や電光掲示板を設置し、河川利用者への注意喚起を図っている。 

図 7.2.1 に妙法寺川での事例を示す。 

また、神戸（表六甲河川）地域における増水警報情報に関する取り組み一覧を表 7.2.2 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 7.2.2 増水警報情報に関する取り組み一覧 

実施主体 これまでの取り組み 今後の取り組み 

県民 

・河川施設にある増水警報情報の把

握に努めている。 
・県及び神戸市が提供する観測情報

及び避難情報を把握するよう努

めている。 
・他の地域住民に、把握した情報を

提供するよう努めている。 
・自ら及びそれぞれの安全を確保す

るよう自己決定力の向上に努め

ている。 

・今後も継続して実施していく。 

県 

・河川内に親水施設を有し、急激に

水位上昇が見込まれる河川に大

雨洪水注意報、警報の発表と連動

して作動する回転灯を設置し、河

川利用者への注意喚起を図って

いる。 

・今後も河川利用者に対し、回転灯

や電光掲示板による注意喚起に

努める。 

神戸市 

・六甲川、天井川において、大雨・

洪水注意報や警報の発表に連動

して回転灯及び警報音を自動的

に作動させる河川増水警報シス

テムを整備している。 

・今後も河川利用者に対し、回転灯

による注意喚起に努める。 

図 7.2.1 回転灯の設置（妙法寺川） 
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３) 道路アンダーパス部の冠水情報の伝達 

国、県及び神戸市では、アンダーパス部の冠水危険箇所において、水没事故を未然に防止する

ため、直前の路側やアンダーパス部に注意喚起看板や水深表示板、道路冠水情報板等を設置する。 

図 7.2.2 に設置例を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.2.2 道路アンダーパス部の冠水情報（妙法寺川） 
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7.2.2  河川情報の伝達 

県は、雨量や河川水位のリアルタイム観測情報を公表するとともに、氾濫予測を実施し、その

結果を神戸市へ配信する。 

また、「ひょうご防災ネット」等の携帯電話等のメール機能を利用して、気象情報や避難情報

を県民に直接配信するとともに、これら配信サービスへの登録を促進する。 

加えて、平成 28 年台風の第 10 号の小本川（岩手県岩泉町）の水害を踏まえ、県では、神戸市

が住民避難に関する情報（避難準備情報、避難勧告、避難指示等）を適切なタイミングで発信で

きるよう、その判断に資する情報を提供するホットラインを構築しており、毎年出水期前に開催

している水防連絡会を活用して連絡体制を確認する。 

また、県、神戸市は、大規模水災害時に各主体が迅速かつ的確に対応できるよう、何をするか

を時間軸に沿って整理した避難勧告発令型のタイムラインを策定しており、毎年出水期前に開催

している水防伝達演習等を活用し、必要に応じてタイムラインの見直しを図る。 

県民は、行政からの情報を十分に把握することに努める。 
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１) 気象庁ホームページ 

気象庁では、天気予報や台風状況をはじめ、レーダー雨量や姫路観測所等のアメダス(降水量)

天気図等、気象にかかわる様々な情報や、大雨警報（土砂災害）が発表されている状況で、土砂

災害発生の危険度が非常に高まったときの情報（警戒情報、警戒判定メッシュ情報）が配信され

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.2.4 気象庁ホームページ 

http://www.jma.go.jp/jma/bosai/hyogo.html 

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/doshakeikai.html 
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２) 川の防災情報 

県は、雨量や水位の観測状況について、国土交通省と連携し、国土交通省ホームページにおい

て、情報配信している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 7.2.5 川の防災情報（http://www.river.go.jp/） 
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３) 兵庫県防災気象情報 

兵庫県は、防災気象情報をホームページにおいて配信している。 

 

 

トップページ                アメダス実況       

  

                

 

 

 

 

 

 

 

現在の降水分布状況              雨雲分布予測 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 7.2.6 兵庫県防災気象情報（http://hyogo.bosai.info/） 
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４) 兵庫県河川監視システム 

県は、新湊川の菊水橋地点の水位情報と映像をホームページにおいて配信している。図 7.2.7

に兵庫県河川監視システムを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、平成 25 年度からは、都賀川に設置した監視カメラの映像も配信している。図 7.2.8 に都

賀川河川監視カメラを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.2.7 兵庫県河川監視システム

（http://www.rivercam.info/kobe/shimminatogawa/） 

図 7.2.8 都賀川河川監視カメラ

（http://rivercamera.info/togagawa/index/index） 


